
こで意味 している部分は、今回です と、いわゆ るモデル事業で、研修 を受けた介護職員を指すべ き

だと思 うのです。このままです と、何か普通の介護職員と全 く同 じという表現が、たんの吸引等が

できる云々とい う問題か らちょつと外れ過ぎているので、条件的な部分をつけておいた方がいいの

ではないか。

あと、「同 じ範囲・安全確保の要件」の 「同 じ範囲」 とい う部分は少 し議論すべきではないか。

後で、専門性の問題の部分のいわゆる専門介護福祉士云々等のときに、やは り少 しそこの部分は検

討すべ きではないか。普通の状態ではそのままでいいのですけれ ども、ち ょっとそこの部分が今ひ

つかか っていますので。

○駒村委員長 事務局、②にっいては、今の御意見、どういたしましょうか。

○泉福祉人材確保対策室長 ①と②と大きく分けさせていただきましたけれども、もし②について、

なお検討、議論が必要ということであれば、当面、①について、合意いただける範囲でおまとめい

ただくというのも一法かとは思います。

○駒村委 員長  田中委員、今の点に関 して。

○ 田中委 員 いいえ、違 います。

○駒村委員長 ではちょつと待つてください。では、この②については少しもう一回整理させてい

ただく。少なくとも①の方は、先ほど申し上げたように、検討委員会の方に出させていただくと。

田中委員、これに関してですか。

○田中委員 はぃ、①の方。

○駒村委員長 お願 いいた します。

○田中委員 先ほ ど意見を申 し上 げたのですけれ ども、実際現場で医療職 との連携 とい うことが、

現実問題 、出て くるわけです けれ ども、そのときに、私、包括的という言い方を しま したけれ ども、

なるべ く、ある一定の範囲において介護福祉士が現場で混乱のないような業務の仕方を考えていた

だ きたいのそれは、加えて、非常に現場の混乱 ということもさることなが ら、言葉が適切か どうか

わか りませんが、ある程度主体的にこの行為ができるような枠組み を考 えていただいた らどうか と

思 ってお ります。

〇駒村委員長 この原案 自体には問題な く、その次のステ ップとして体制の問題でございますね。

○田中委員 はい。

○駒村委員長 わか りま した。では、これは次回 というか、今後、体制の話について議論 を進めた

いと思 います。

それでは、今の① を中心に したものを 11月 の検討会の方に出させていただきます。また、たん

の吸引等に関する検討会の意見の提出に際 しては、私が意見 を申 し上 げていきたいと思います。た

だ、たんの吸引等の検討会 と当検討会では幾人か委員が重なってお りま して、できま した ら、私 と

もう一人、御同行いただける委員がい らっしゃればと思 つてお りま して、できま した ら、勝手なの

ですが、藤井先生にお願 いできればと思います。よろ しゅうございますで しょうか。

○藤井委員 はい。

○駒村委員長 では、この議論については、文面についてはまた事務局 と調整 させていただいて、



皆さんの方に御確認 させていただきたいと思つてお ります。

続 きま して、議事 2の 「今後の介護人材養成体系について」及び 「より高い知識・技術 をもつ介

護福祉士の養成について」の議論に移 りたいと思います。事務局か ら、資料説明 をお願 いいた しま

す。

○泉福祉人材確保対策室長 それでは、資料 3と 資料 4の説明をさせていただきます。

まず資料 3を ごらんいただきたいと思います。「今後の介護人材養成体系のイメー ジ」 とい う図

であ ります。この三角形の図は、類似 した図をこれまでの検討会でも提示させていただきま した。

まず、一番下に、就業時、ホ=ム ヘルパー 2級等 とございますが、ホームヘルパー 2級程度の知識・

技術をお持ちであると。横に ごらんいただきますと、黄色 い枠の中に小 さく、「在 宅・施設等 で働

く上で必要 となる基本的な知識・技術 を習得 し、指示を受けなが ら、介護業務を実践」として ござ

います。それが実務 3年程度、少 し上に上が ります と介護福祉士になるということですが、ここの

ところ、「従事者が働 きなが らステップアップできるよう、研修体系を整理」、その必要があるとい

うことに してございます。    |

そ して、介護福祉士か ら更に上昇いた します と、更に―定の実務経験後、「よ り高い知識・技術

をもつ介護福祉士」 というのがあえて想定 され るのではないか とい うことでございます。【求め ら

れる介護福祉士像】ですが、この図の右側の方に黄色い字の枠で囲 つてございます。12点 のポイン

トが並んでお ります。実はこれは、平成 18年 、先ほど桝田先生か らも御指摘があ りま した、「介護

福祉士のあ り方及びその養成 プロセスの見直 し等に関する検討会」の報告の中で、12点 、ポイン ト

が提示 されているわ けであ ります。

人材養成における目標 とい う整理で ございますが、尊厳 を支えるケアの実践、現場で必要 とされ

る実践的能力、 自立支援を重視 し、これか らの介護二―ズ、政策にも対応できる、あるいは施設・

地域 (在 宅)を 通 じた汎用性 ある能力、心理的・社会的支援の重視、予防か らリハ ビリテー シ ョン、

看取 りまで、利用者の状態の変化に対応できる、多職種協働によるチームケア、一人でも基本的な

対応ができる、「個別ケア」の実践、利用者・家族・チームに対す るコ ミュニケー シ ョン能力や的

確な記録・記述力、関連領域の基本的な理解、高い倫理性の保持、こういった内容が 【求め られ る

介護福祉士像】と して提示 されてお り、当検討会におきま しても、恐 ら〈大方、御同意いただける

のではないかということで、改めてここに提示 させていただきま した。

資料 3の 2ペ ージロ以降は、現行のホームベルパー ¬級研修課程、 2級研修課程 、更には介護職

員基礎研修、その他、このカ リキユラムが どうなつているか ということについて整理 させていただ

いた資料で ございますので、後でお目通 しいただければと存 じます。

こうした今後の介護人材養成体系のイメージを前提 として、資料 4を ごらんいただければと思い

ます。表題が「よ り高い知識・技術 をもつ介護福祉士の養成の在 り方に関する論点」として ござぃ

ます。まず、論点を御紹介する前に、今までの指摘が どうであつたのか、またo他職種において ど

のような事例が あるのかということを簡単にかいつまんで御説明 したいと思います。

資料 4の 2ペ ー ジロをごらん くだ さい。「これまでの指摘等」 と表題 してございますが、まず 、

一番上の枠に社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正法が議論 され ま したときの国会の附帯決議

０
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を載せて ございます。国会の文章でございますので、そのまま読ませていただきます。

「社会的援助 を必要 とす る者が増加 している ことにかんがみ、重度の認知症や障害 を持 つ者等ヘ

の対応、サー ビス管理等の分野において、よ り専門的対応ができる人材 を育成す るため、専門社会

福祉士及び専門介護福祉士の仕組みについて、早急に検討を行 うこと。また、介護福祉士をは じめ、

関連分野専門職が社会福祉士 となるための必要 な履修認定等について検討すること」。幾つかある

ポイン トの中の一つとして、この専門介護福祉士が取 り上げられているということにな ります。

2ペ ー ジロの真ん中には、人材確保のための基本的な指針が 19年 に出てお りますが、その 19年

の指針の中でも、「国家資格等の有資格者について、更に高い専門性 を認証する仕組みの構築 を図

るな ど」 という記述が ございます。そ して、「介護人材の養成の在 り方に関する検討会」の 8月 に

いただ きま した中間まとめでは、専門介護福祉士等について、次の意見があつた ということで ござ

います。

「医療的ケア、認知症ケア、障害への対応、サー ビス管理等のマネジメン ト等 も含め専門介護福

祉士について検討すべき。介護福祉士の上位の研修 を設け、キャ リアデザインを描 ける仕組み とす

ることが必要。小規模チームで情報 を共有 し、介護人材を育成・マネジメン トできる リー ダーや管

理者の育成が急務であり、ここに一定の支援や評価が必要」というおまとめをいただいているとこ

ろで ございます。

それか ら他職種の例 を 3ペー ジロと4ページに載せてお りますので、ごらんいただきたいと思い

ます。まず、 3ページロは、日本看護協会様が任命 しておられます認定看護師、あるいは専門看護

師の認定資格の例でございます。詳細は、ここで触れるのが趣 旨では ございませんので、概略の紹

介に とどめさせていただ きますが、「役害1」 の ところをごらんいただきますと、認定看護師は、実

践、指導、相談 という3つ の役割 を特定の看護分野において果たされ る。専門看護師につきま して

は、実践 、相談、調整、倫理調整、教育、研究 という役割 を特定の看護分野において果た され ると

してお ります。

「分野」は、そ こに掲載 されてお りますように、基本的には診療科月1の 構成になっているように

見受けられます。「認定機 関」はあくまでも日本看護協会様 ということで ございます。

め くっていただきま して 4ページロ、介護福祉士 と同 じ法律の上に規定 されている社会福祉士の

例で ございますが、資料 を記載 いた しま した。 4ページの一番下に書 いてございますように、平成

24年 度制度試行予定 とい うことで伺 つておりますので、今後変更が あ り得るとい う前提で ございま

すが、現在、このようにおまとめになっていると伺 つてお ります。

まずは、左側、認定社会福祉士。所属組織における相談援助部門の リーダー ということで位置 づ

けてはどうか。それか ら「認定要件」につきま しては、社会福祉士資格、あるいは相談援助実務経

験 5年 以上、あるいは認め られた機関での研修の受講、実績、そ して試験 に合格 といつた要件 を構

想 されているよ うでございます。「分野」も、高齢、障害、児童、医療、地域社会 、あるいは他文

化分野等。社会福祉士の皆様が常時活躍 されてお りますそれぞれの分野 ごとに認定社会福祉士を構

想す るということをお考 えのよ うであ ります。

4ペー ジロの右側の方、認定専門社会福祉士にな ります と、「活動」 と しま しては、それぞれの

う
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リーダー と しての活動に加 えて、地域活動にも積極的に従事 され るということを念頭に置いている

とい うことで、「役害1」 と しては、指導やスーパー ビジ ヨンといつたものが大 きな役割になつて く

ると構想 され てお られるようであ ります。その他 「認定要件」、一定程度、認定社会福祉士よ りは

厳 しい要件 を設 けているということであ ります。

そのような ことで、社会福祉士においても、専門、あるいは認定 と言われる仕組み を職能団体の

方で構想 してお られ るということで ございます。

そ うした類似例 を見た上で、今回御議論いただきたい論点を提示 してお りますので、資料 4の 1

ページロにお戻 りいただきたいと思います。

まず、① といた しま して、介護福祉士 と比較 した 「よ り高い知識・技術」をどのように考 えるか

ということで ございます。

介護現場では、多様な利用者に多様なサー ビスを提供す ることが求め られてお ります。そ うであ

るな らば、特定分野に特化 した形での高度化・専門化を追求 してい くのではな くて、多様な生活障

害を持つ利用者 に幅広 く対応できるといつた専門職 を構想すべきか どうか。その辺 り、第 1点 。

② といた しま して、「よ り高 い知識・技術」をもつ介護福祉士が提供する介護サー ビスの質 (ア

ウ トカム)や 、チームケアにおいて担 うべき役害1を どのように考えるか。

③ といた しま して、② を体現す るために、「よ り高 い知識・技術」をもつ介護福祉士は、どのよ

うな分野 (テ ーマ)に ついての研修が必要か。また、「よ り高い・技術」の認定方法や更新の必要

性について、 どのように考 えるか。更に、これ らの仕組み を構築・運営 してい く上での、看護師、

社会福祉士の例では職能団体が御活躍 されてお られるわけですが、この介護福祉士においては職能

団体の役害1に ついて、どのように考 えるか。

このような論点について御議論賜ればありがたいと思つてお ります。

○駒村委員長 資料の御説明、ありがとうございま した。

それ では、「今後の介護人材養成体系について」及び 「よ り高い知識・技術 をもつ介護福祉士の

養成について」、各委員の御意見、御認識、お考えをいただきたいと思います。資料 4の特に この

論点、重要な ことが書かれてお りますので、皆様の意見をいただきたいと思います。よろ しくお願

いいた します。石橋委員。               |

〇石橋委員 毎回最初で申 し訳あ りませんが、早速ですけれ ども、まず、介護福祉士の資格取得時

というのは、新 カ リキュラムに基づ くと、介護福祉士の国家資格は「介護 を必要 とする幅広い利用

者に対する基本的な介護 を提供できる能力」を有する資格 と位置づけられてお ります:し たが って、

その段階か ら徐々に、さまざまな介護現場での経験 を積み上げて、尊厳ある介護 とか予防か らター

ミナルまで状態に応 じた介護ができること等、先ほど説明がありま した、求め られ る介護福祉士像

ですね。これ らを目指 して、介護福祉士 としての力量を高めてい くとい うことが必要かと思 ってお

ります。           |

更にその上 に、今、求め られるさまざまな専門的な介護に対応できるような介護福祉士を目指 し

てい く。重度の認知症 とか障害等の分野において、より専門的に対応できる人材の養成 とい うのが

やは り必要ではないかと思 つてお ります。
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ただ、専門性 を身につけるということは、知識の習得だけではな くて、技術を しつか り身につけ

なければいけないと思 つています し、その技術 を身につけるということは、できるとい うことであ

ります し、そのためには一定の現場経験 とい うのはどうしても必要 になつて くると思います。その

ため、資格取得後 、一定の実務経験 を踏まえなが ら、介護の専門職 として求め られる共通 した分野

については、職能 団体な どの研修で一定の高 い知識・技術を身につけて、介護福祉士としての基礎

力を しつか り向上 させ る。そ して、ここにも書 いてあ ります けれ ども、多様な生活障害 を持っ利用

者 な ど幅広 く対応できるようになるという段階を踏まえ、更に、その上にそれぞれの自職場の領域

に通 じる、例えば重度の認知症の高齢者 とか障害者等の特定分野の専門性 を更に高めて、その介護

分野において熟練 した介護技術と知識を用いて介護実践ができ、他の介護福祉士のケアの技術の向

上に資することができるような、そ ういう専門的な介護福祉士の養成というところまで視野に入れ

な ければいけないと思 つてお ります。

併せて、認定制度の確立 と更新制度に関 しま しては、先ほど資料の中で説明があ りま したよ うに、

職能団体の役害]だ と思 つてお りますので、これは日本介護福祉士会が しっか り認定 してい くべ きだ

と思 つてお ります し、また更新研修なども担 っていきたいと考えているところで ございます。

○駒村委員長 河原委員。

○河原委員 私 も、石橋委員と同 じようなことになるかも しれませんけれ ども、資料 3の 中に「求

め られ る介護福祉士像」と書 いてありますけれ ども、これだけでも相当な レベルの話以上の ものを

求め られ るということですか ら、介護の世界ではこれ以上はないというものを求め られているのか

な と思 います。とするな らば、今おつしゃつたように、医療的ケアだ とか認知症ケアだとか障害者。

障害者 も、精神、身体、知的、すべて含んだ、そ ういつた重度化、専門的な対応が適切にできる方

とい うイメージを持ちますので、そういつたものをこれか らつ くり上げていくことは、私 も、ある

面では賛成でございます。

今お つしやつたよ うに、これは現場の人と話 したのですけれ ども、大切なことは、よ り知識のあ

る人 と、これが実践できるという方、更に、これは間違 つているのか間違 つてないのか検証できる

人、それか ら最後に、これ をまた指導できる人、こういつた方が求め られるのではないか と思いま

す。

それか ら 1つ 、これまた質問になつて しま うのです けれ ども、私 は、認定方法等に非常に興味 を

持 つてお ります。更新の必要性も私は要るだ ろうと思いますけれ ども、片一方で、例の段 位制の話

が ございますね。実践キャ リアア ップ戦略 ということで、キヤリア段位制度の推進がなつています

けれ ども、基本的には、ちょつとここでは理 由はあれですけれ ども、私 も、いいことだな と思 つて

いるのですけれ ども:そ の段位制のことと、ここでよ り高い知識・技術の認定方法 と絡み合 うと思

いますが、この辺の絡み合いのことについてはどう考 えられているのかなとい う、これは質問でご

ざいます。

○駒村委員長 ではち よつと事務局か ら、この段位制について補足説明をお願いいた します。

○泉福祉人材確保対策室長 キヤリア段位制についてですけれ ども、失礼いた しま した。参考資料

2で 若干の資料 を用意 してお りますので、今 日も時間がない中ですので、恐縮なが ら、かいつまん



で御説明をさせていただければと思います。

経緯から御説明をさせていただきたいと思います。参考資料 2と あって、更にその中に資料 2と

書いてあつてまぎらわ しいですが、「『キヤリア段位』制度について 平成 22年 8月 31日  内閣府」

としてある内閣府の資料からの抜粋でございます。

開いていただきますと、鳩山前内閣総理大臣指示というのが平成 22年 4月 26日 に出ております。

その中で、点線で囲まれた一番下の行だけ見ていただければと思いますが、「社会全体で『実践的

な職業能力』の育成、評価を行う体制づくりを検討していきたい」という総理大臣の指示がござい

ま した。

それを受けま して、次のページ、緊急雇用対策本部「実践キャリア・アップ戦略推進チーム」(平

成 22年 5月 25日 )が設置されまして、実践的なキャリア・アップをする戦略プロジ土ク トを推進

するということになつたわけでありまして、事務局は、厚生労働省ではなくて、内閣府の方に置か

れております。

更に 5ペ ージロですが、「実践キャリア・アップ戦略」の中で、こうしたキャリア段位制度が設

けられるべきということになっております。「 5か年目標」の骨子というところがございます。

まず、戦略分野を選定して、職業能力評価制度 (キ ャリア段位)を 導入する。日本版NVQの 創

設としてございます。実践的な職業能力を明確化 し、教育・能力開発と結びつけ、能力を客観的に

評価する「キヤリア段位」制度を導入すべきであるということが、この 5月 25日 の「実践キャリ

ア・アップ戦略」構想の中で取 り上げられております。

その後、更に飛びまして、7ページロ、今度は 6月 18日 に行われました閣議決定の中で、「新成

長戦略～『元気な日本』復活のシナ リオ～」としてございますが、その新成長戦略の中でキャリア

段位制度というのがうたわれております。これも書いてあるとおりでございますが、実践的な職業

能力育成・評価を推進する「実践キャリア・アップ制度」では、介護、保育、農林水産、環境・工

ネルギー、観光など新たな成長分野を中心に、英国の職業能力評価制度を参考とし、既存のツール

を活用 した「キヤリア段位」を導入・普及すると書いてございます。

そうしたものを受けまして、11ペ ージロに飛んでいただきたいのですが、この一連の流れの中で、

実践キャリア・アップ制度「第一次プラン対象業種」 (案 )と してございます。これは、右肩に※

印でございますけれども、実践キャリア・アップ戦略推進チームの専門タスクフォースというのが

内閣府で運営されておりまして、そこで提出された資料から抜粋 しております。

こうした実践キャリア・アップ制度をつくる上で、第一次プラン、すなわち、幾つもの産業分野

がある中で、まずはこの分野、産業について実践キャリア・アップ制度をつくりま しょうというそ

の対象業種がこの 11ペ ージに載つている 3つ の分野でございます。「介護 ラヽイフケア」分野、「環

境・エネルギー」分野、「食・観光」分野それぞれについて、評価基準 と育成プログラムを作成 し

ようではないかということになつているわけであります。

更におめ くりいただきまして 12ペ ージロは、内閣府の事務局の方でまとめま した介護人材に関

する現状と課題でございます。



そ して(13ペー ジロ、「進め方のポイン ト」ということで ございますが、「幅広い人材を育成・確

保す る観点か ら、在宅介護、施設介護 を通 じた汎用性のある職業能力評価 を目指す」として ござい

ます。そ して、資格制度等 との連動を検討。特に介護福祉士の養成課程 との整合性、ホームヘルバ

ー研修の一部免除、専門学校・大学の教育課程 との連動を検討、そ して、企業の取組インセ ンテ ィ

ブ付与 を検討 として ございます。

現状におきま して、この検討状況 として御説明できる内容は以上で ございま して、今後、内閣府

のキャ リア・アツプ戦略推進チーム、その他の場におきま して、この内容についてなお検討が進め

られてい くものと伺 つてお ります。そちらの方の検討状況も、当介護人材養成検討会の検討内容 と

非常に密接にかかわることは間違いございませんので、このキヤリア段位制度の動 きについても随

時この場で御報告するように し、も し必要があれば必要な調整をさせていただければと思 つてお り

ます。

ただ、実践キャリア・ア ップ制度、あるいはキャリア段位制度について、現状検討 されているの

はここまで ということになるようでございます。

○駒村委員長 あ りが とうございます。す り合わせはこれか らだとい うことだと思います。まだ両

方とも両立 してやつているという状態だ と思いますので、河原委員、よろ しゅうございますか、今

の御説明で。

○河原委員  ¬点だけ。ということで、まだスター トし出 したということですけれ ども、お っしゃ

つたように、今後の介護人材養成の体系についてとい うことにも本当に密接に関係が ございます し、

私は、見ています と、施設か ら在宅へ、在宅か ら施設へ、あるいは同 じ介護の中でも、A会 か らB

会社 に転職す るとかいろんなケースがございますけれ ども、それぞれ培 つてきたものだとか 、持 つ

ている知識だとか、持つている資格だとかいうものが違 うところにいって しまった ら、また違 う評

価をされ るということが往々に してございますので、公的にそういつたものを認定 されるよ うな仕

組みが あればいいなとは思 つていたのですね。ただ、今ここで検討することと段位制 というのが う

ま く絡み合 っていかないと、またやや こしくなつて しまつた ということにな らなければいいがなと

思います。

いずれに しても、これは内閣府 というところで議論 されるということですね。密接に関係 もあ り

ますので、できる限 りいいものだけをきちつとや ってもらって、複雑怪奇にならないように望みた

いな と思います。

○駒村委員長 河原委員御指摘のとおりだと思いますので、ちよつとここか ら先の動 きは情報 を共

有 しなが ら、調整 しなが らと。これは事務局にもよろ しくお願い したいと思います。ほかの委員。

田中委員 :

○田中委員 介護福祉士をよ り専門的に考えてい く資格 というか、ステータスを設定するというこ

とについて、賛成であ ります。介養協 と しても随分 とこの ことについては懸案の事項でございま し

た。私 どもは、高校 を卒業 して入学 して くる非常に若い人たちが多うございます。そ ういうことで、

将来 このよ うな 目標ができるということは、介護福祉士を志す人にとつて一つの希望になるとい う

ことで、大変あ りがたいことだと思 ってお ります。



それか ら2点 目は、これは現場の方の方がよ く御存 じだ と思いますが、この資格 を持 つた人が特

に何 をす るのか、仮に資格 となつた ら何 をするのかといつたときに、特に中堅の職員がなかなか育

たないということを現場の方か ら我々聞いてお りま して、そ ういう中堅を育てるという意味で、こ

れを是非、職能資格 というものとリンクさせてお考えいただいた らどうか と思 つてお ります。この

資格 と職場でこれ をどのように生か していくのか。職場では、なかなか役職 とい うものは少ないも

のですか ら、管理的な仕事ができるのですよという意味で、こういった職能資格がそれに リンクす

るということが大事ではないか ということであ ります。それは賛成 ということであ ります。

それか ら最後に、これは専門性 ということが議論 され るわけでございますけれ ども、多様な生活

障害を持つ利用者 に幅広 く対応できると。異論ないわ けで ございます けれ ども、昨年実施 され ま し

た新 しいカ リキュラムは、介護福祉士の専門性 というのは、介護課程の中で生活支援技術を使 つて

介護するという、つま り、よ り活動 と参加 とい うものをどういうものを増や してい くかという、こ

こに尽きるわけでございますけれども、それを突き詰めていきますと、特定のものというのは当然

あるわけですね。したがいまして、是非とも専門性ということにつきましては少 し議論を今後継続

してやつていただきたいと思つております。

○駒村委員長 ありがとう
`ご

ざいます。ほかの御意見、いかがでしょう。因委員。

○因委員 最初は質問なのですが、資料 3の 1ページで、三角になつたのがあ りますね。【求めら

れる介護福祉士像】の横ですけれども、そこにヘルパー 2級 から介護福祉士tそ して「より高い知

識・技術を持つ介護福祉士」となつているのですが、その介護福祉士の横に「実務 3年程度」とあ

りますが、この 「程度」.に は何か意味があるのでしようか。実務 3年 以上でないのかなというのが

質問の 1つ で、あと意見を続けて言つてもよろしいでしょうか。

○駒村委員長 どうぞ先にお答えを。

○泉福祉人材確保対策室長 実務 3年 以上という認識で「程度」と書かせていただいております。

○因委員 わか りました。それでは、次が、資料 4の コページのところを、今、議論 していると思

いますが、「介護福祉士と比較 した、『より高い知識・技術』をどのように考えるか」ということで

すが、その 2つ 目のところに、「特定分野に特化 した形での高度化・専門化を追求 していくのでは

なく」ともここは大きく議論するべきところかなと思つています。

私は、介護というのは分野が広過ぎると思つています。例えば医師という国家資格があって、外

科や内科やいろいろ専門が分かれているように、介護も分野別に分かれるべきではないかと思つて

います。児童か ら高齢者、在宅から施設、さまざまありますが、私、ホームヘルパーは 20年 しま

したが、個別対応するのですね、ヘルパーの場合は利用者宅に行つて ¬対 1で 介護 しますが、私の

能力でもって、例えば重症心身障害児施設に行つても、私は通用 しないような気がするのです。で

すから、それぞれより高い専門性を深めていこうとすれば、利用者に合つた専門性が必要ではない

かなと思つています。まずそこまで。

○駒村委員長 これは非常に重要な論点でありまして、特定分野の深さをやるのか、それとも広さ

で考えるのかというのは話の分かれ目ですので、この辺についても、まだ何度か議論の機会はあり

ますので、議論を深めていただきたいと思つております。これは因委員の御指摘のとおりだと思つ
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てお ります。続 けてございますで しょうか。まずとおっしゃったのは、意見としてはこれで と。

○因委員 はい。

○駒村委員長  これに関する議論でも結構です し、とりあえず今 日は初回でございますので。先ほ

ど光山委員代理、手を挙 げ られていま したが。

○光 山委員代理 全老健 、平川常務理事の代理で来ま した光山でございます。

今 回の「今後の介護人材養成の在 り方に関す る検討会」ということで代理を仰せつかったわ けで

す けれ ども、過去の議事録 を読み解 く中で、今回の介護人材養成体系のイメージの中で、就業以前

のキ ャ リア教育について触れ られてないとい うことにちょっと気がつきま して、その辺 り、どのよ

うに考 えていらっしゃるのか とい うのをまずお聞き したいなと思 つてお ります。

実は、議事録を読み解 く中で藤井委員のキャリアアンカーのくだりを見まして、介護職にはキャ

リアアンカーを持ってない方が非常に多いと。そういった中で、早期のキャリア教育がそういった

キヤリアアンカーを持ついい機会ではないかなと私も考えております。実は、私が所属 しておりま

す和歌山県の老人保健施設協会と共同研究でやうておりまして、老人保健健康増進等事業、いわゆ

る老健事業をちょうだいいたしまして、和歌山県のすべての高校 2年生に対 してアンケー ト調査を

準備 しております。簡単に言えば、高校 2年 生、いわゆる高校在学中に介護職に対 しての就業意向

IFつ いて今回アンケー トをとって、業界団体としてどのように教育に携わっていけるかということ

を今考えております。

そういつた中で、いろいろヒアリング等を進めていく中で、そうぃつたキャリア教育をする立場

である指導教員等の介護に対する知識のなさに非常に残念に思つている次第です。できま したら、

管轄 としましては文科省との兼ね合いもございますでしょうけれども、そういう省を超えた考え方

で何か我々職能団体がかかわっていけないかなと考えております。皆さんの御意見をお伺いしたい

と思います。

○駒 村委員長  藤 井委員 、 これについては御意見はいかが で しょ うか。

就業以前のそもそもtも っと入 り回のことについても、両省庁、協力してやってもらいたいとい

う御意見、これについては、一度、最初のときの段階でこういう議論も藤井委員か らあったわけで

ございますので、今日はどちらかというと上の方の話になってきてしまつておりますけれ ども、さ

つきの因委員の話もございます。

では、藤井委員、お願いいたします。

○藤井委員 この資料 4の①「より高い知識・技術」についてどう考えるかという点で意見を述べ

たいのですが、スペシフィックな分野で考えていくのか、それともジェネラルな、ジェネ リックな

部分で考ぇるのかということで分かれると資料に書かれているのだと思います。これはこのとおり

だと思います。で、どちらかを選択 しなければいけないだろうということもそのとおりだと思いま

す。

その ときに幾つか考えなければいけないのは、我々、ここに集まってお りますのは、介護の質を

よ くしたい、そのために、介護職員の介護福祉士を中心 とした資格体系をつ くっていきたいとぃう

ことであ りま して、その中で、やは り現状が どうなのか、今後 どうしてい くのか という現実論に立




